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はじめに 
 
 本市は、平成 17 年のつくばエクスプレス「⼋潮駅」
の開業以来、駅周辺等で施⾏された⼟地区画整理事業
等によって、⼤きく発展してきました。 
 ⼀⽅、近年、全国的な⼈⼝減少・少⼦⾼齢化が問題
となっています。この問題は本市にとっても、無関係
ではありません。現在は基盤整備による住宅地の形成
に伴い⼈⼝は⾶躍的に増加し、「⼋潮駅」開業から 20 年以上が経過した現在も
増加傾向ではありますが、将来的には⼈⼝減少に⾄る可能性が非常に⾼いから
です。 
 ⼈⼝減少・少⼦⾼齢化が引き起こす問題は多岐にわたり、全国的にみられる
商業施設の撤退、バス路線等の減便や撤退により、地域の賑わいを低下させる
などの要因となっています。それらは、⽣活が不便になり、その不便さによっ
て更に⼈⼝が減少するという悪循環に陥る原因となります。 
 そのような事態を避け、便利な⽣活を続けるためにも対策が必要です。まち
づくりはすぐに効果が出る政策ではないため、将来を⾒越して早急に取り組む
必要があります。今回、その対策の第⼀歩として策定したのが、この「⼋潮市
⽴地適正化計画」です。 
 本計画は、まちづくりの基本的な⽅針として、⼈⼝密度を維持する地域を定
め、そこに⽣活していくうえで便利な施設や住宅を集約し、お互いの地域を公
共交通で結ぶことで、持続可能なまちを目指していくものです。 
 持続可能なまちの実現には、⾏政の⼒だけでなく、市⺠や事業者の皆様のご
協⼒が必要不可⽋です。 
 皆様との「共⽣・協働」のもと、「持続可能なまちづくり」に取り組み、より
⼀層暮らしやすく、便利さを維持する「住みやすさナンバー１のまち ⼋潮」 
を目指して参りますので、ご理解・ご協⼒を賜りますようお願いいたします。 
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